
（令和８年度に入学・進学されたお子さまの保護者の皆様へ）

　　　　　　 

　入学・進学支援金のご案内　　　　　　 

 

那珂川町教育委員会 

 

　那珂川町では、令和８年度に入学・進学されたお子さまのいるご家庭に、子育て支援

策の一環として、国の重点支援地方交付金を活用し、入学用品費用の経済的負担軽減の

ために支援金を給付することで、児童生徒の皆さんの健全な育成を応援します。 

　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊対象者＊ 

次の児童生徒の保護者 

令和８年４月１日から４月１０日の間のいずれかに那珂川町に住民登録をしており、か

つ居住の実態があり、令和８年度に小学校等、中学校等、高等学校等に入学・進学された

児童生徒 

＊支給金額＊　　　 

　　　　※他の子育て支援施策が行われていること等も考慮し、金額を決定しています 

※支援の公平性の観点から、他自治体の同様の制度との重複受給はできません 

　　　　　　（就学援助制度は除きます） 

＊申請方法＊　　 

対象となる可能性のある方へ、個別に申請書・返信用封筒等をお送りします 

（令和８年４月中旬ごろ） 

　・提出書類　①　入学・進学支援金交付申請書兼請求書 

　　　　　　　②　振込口座の内容が分かる通帳等のコピー 

　・提出方法　郵送　（混雑を避けるため、できるだけ郵送での提出にご協力ください） 

　・提出期限　令和８年８月３１日（月）（当日の消印有効） 

　　　　　　　　※期限を過ぎての受付はできません 

　・提出先　　那珂川町役場　学校教育課 

 

＊問い合わせ先＊ 

　　那珂川町教育委員会　学校教育課　（役場庁舎 2 階） 

　　　☎０２８７－９２－１１２４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

（裏面へ続きます） 

 一人あたり

 小学校等に入学する方 ４０，０００円

 中学校等に入学する方 ５０，０００円

 高等学校等に入学する方 ６０，０００円



（令和８年度に入学・進学されたお子さまの保護者の皆様へ）

Q＆A 

 

Q.申請できる保護者は？                           

 

A.申請者となる「保護者」は、お子さんに対して親権を行う方（いない場合は 

未成年後見人）といたします。具体的には、父母が婚姻中の場合は双方が親 

権者であり、離婚されている場合は父母のうち親権者と定められた方です。 

 

A.父母が婚姻中で双方が保護者となる場合は、お二人のうちどちらか一方か 

ら申請・請求いただけます。ただし、提出後に万が一、他の一方の保護者等 

との間に申請に関するトラブル等が生じた場合には、自己責任で解決いた 

だきます。町では一切介入しませんので、あらかじめご了承ください。 

 

Q.審査と決定は？ 

 

A.提出いただいた申請書を審査のうえ、支給・不支給が決定しましたら、通知 

でお知らせいたします。（支給の場合は、振込予定日もあわせてお知らせし 

ます） 

 

注意事項 

 

〇配偶者からの暴力等を理由に避難しており、事情により那珂川町に住所を移 

すことができない方で、支給対象となる可能性のある方は、学校教育課までご 

相談ください。 

 

〇手続きに関して、町担当者が ATM（現金自動預払機）の操作をお願いするこ 

　とや、受給のための手数料等の振り込みを求めることはありません。本事業を 

　装った詐欺にご注意ください。不審な電話がかかってきた場合には、警察等に 

　ご連絡ください。 

 

〇偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたときは、返還いただきます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　


